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農協法について
中小企業診断士　　   上　原　範　尚
　この法律は、農業協同組合の発展を通して、農業の生産力ならびに農業者の経済的社会的地位の向上を図り、国民経済を向上することを目的としています。
　農業協同組合の歴史を遡ると、その前身は明治33年に制定された産業組合法に基づく産業組合や戦時下の農業会などです。
　農業協同組合法は、第二次世界大戦後の昭和22年11月19日、GHQの統治下で制定されました。農業協同組合は、誕生後間もなく著しく経営が悪化しましたが、政府の救済措置により存続することができました。
　協同組合は、協同組合原則のもとに運営される組織で、農業協同組合のほかに、漁業協同組合、森林組合、生活協同組合、事業協同組合などがあります。
　海外では、1844年に、イギリスでロッチデール公正先駆者組合が設立されたのを皮切りに、世界各地に協同組合が設立されました。2008年5月現在、非政府組織のICA（国際協同組合同盟）には、世界88カ国から226の会員が加盟しています。
１．目　的

　組合、すなわち農業協同組合および農業協同組合連合会は、その行う事業によって組合員および会員のために最大の奉仕をすることを目的とし、営利を目的としてその事業を行つてはならないとされます。
　営利目的とは、株式会社のように、出資に対して配当する目的のことをいいます。したがって、組合が、取扱高を増やしたり生産性を高めたりして利益を増やすことは、営利目的ではありません。
　ちなみに、組合が行う剰余金の利用分量割配当は税法上の損金となり、法人税率についても通常が30％なのに対して22％の軽減税率が適用されます。

　出資配当については、一応、上限が定められており、農業協同組合の場合は7％、農業協同組合連合会の場合は8％が限度となっています。
２．事　業

　株式会社の場合は、営利目的であれば、とくに事業の制限はありませんが、組合が行うことができる事業は、法律で定められた営農指導事業、信用事業、購買事業、販売事業、共済事業、厚生事業などで、それ以外の事業を行うことはできません。
　また、一般の金融機関や保険会社と同様に、貯金の受入を行う農業協同組合連合会は信用事業以外の事業を行うことができず、共済事業を行う農業協同組合連合会はそれ以外の事業を行うことができません。なお、信用事業の全国段階の組織は農林中央金庫ですが、農業協同組合法ではなく農林中央金庫法に基づく法人です。
　信用事業や経済事業などをあわせて行う農業協同組合を一般に総合農協と言い、畜産事業などに特化した農業協同組合を一般に専門農協と言います。系統組織と言う場合は、総合農協系統の農協・連合会・中央会のことを指します。
　組合を設立したり、定款を改正したりする場合には、行政庁の認可が必要です。株式会社の場合は、会社法で定める要件を満たせば、誰でも会社を設立することができ、定款の変更も行政庁の認可を要しないのとは異なっています。ただし、農協の子会社等については、行政庁の指導監督を受けます。
　組合は、定款で定めれば員外利用をさせることができますが、員外利用率についての制限があり、原則的に、一事業年度における員外利用額は、当該事業年度の組合員利用額の20％、信用事業の場合は25％を超えることはできません。
３．組合員・会員
　定款で定めることにより、農業協同組合の場合は、農業者のほか地区の住民や農事組合法人なども組合員になれますし、農業協同組合連合会の場合は、組合のほか組合が主たる出資者となっている法人なども会員になれます。
　ここで、農業者とは、農民のほかに農業を営む法人を含みますが、従業員が300人を超え、資本金が3億円を超える法人は除かれます。

　組合では、協同組合原則のとおり、組合員・会員には加入および脱退の自由があり、組合員・会員は、原則として、各々一個の議決権を有します。株式会社の場合は、原則として、持株数に応じて議決権を有するのと対照的です。
４．管　理

　組合は、原則として、理事および監事を置かなければいけません。また、組合の理事の3分の2以上は組合員または組合員の役員である必要があります。理事会は、組合の業務執行を決するとともに、理事の職務の執行を監督します。また、理事の中から代表理事を選定し、代表理事は組合の業務に関する一切の権限を有します。

　組合の常勤役員・参事などには、兼職・兼業規制が設けられており、子会社の非常勤役員となる場合など、例外的な場合を除き他の組合・法人の職務に従事したり、事業を営んだりしてはなりません。
　信用・共済事業を行う農業協同組合連合会や会員数500人以上の農業協同組合連合会は、理事および監事のほか経営管理委員会を置かなければいけません。経営管理委員の４分の３以上は組合員または組合員の役員で構成し、経営管理委員会は組合の重要事項を決定します。
　会社法でも、委員会設置会社の制度を導入することが可能となっています。これは、監査役を置かず、社外取締役が過半数の指名委員会、監査委員会および報酬委員会を設置して、取締役会は経営を監督し、業務の執行を執行役に委ねるものです。従来の取締役会制度を改め、企業統治を強化するために、アメリカの制度にならって取り入れられたものです。
　

　農業協同組合の理事は、農業協同組合法施行規則に従って、計算書類等として、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案などを作成し、総会に提出するとともに、子会社等がある場合は連結決算書を作成して行政庁に提出しなければいけません。
　計算書類の作成基準には、株式会社で用いられている、企業会計原則など一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行が取り入れられています。
５．農事組合法人

　農業協同組合法には、農事組合法人についての規定が盛り込まれています。
　農事組合法人は、組合員の農業生産の協業化を目的とする法人で、共同利用施設の設置や農業の経営などを行います。
　農事組合法人は、農業協同組合のように設立に際して行政庁の認可は要しませんが、設立後、その旨を行政庁に届け出る必要があります。
　出資農事組合法人は、組織変更して株式会社になることができます。
６．中央会

　農業協同組合法には、農業協同組合中央会の規定があります。
　中央会は、農業協同組合や農業協同組合連合会と異なり、組合の組織、事業および経営の指導や組合の監査などを行います。また、行政庁に対し建議を行ったり、組合の模範定款例を定めたりします。
　なお、組合の監査に関しては、有資格者の農業協同組合監査士を置くとともに、公認会計士・監査法人が業務を行う旨の契約を締結しなければなりません。
７．監　督

　以上の組合、農事組合法人、中央会は、行政庁の監督を受けることとされています。行政庁は必要な報告、資料の提出を命じることができ、また、業務や会計の状況を検査することができます。
　行政庁は、その結果に基づき必要な措置を命じることができ、従わないときは業務停止や解散などを命じることができます。
　行政庁は、都道府県域またはそれを超える場合は農林水産省、その他の場合は都道府県などとなっています。ただし、信用事業、共済事業に関しては、農林水産省と金融庁の共管となります。
　以上のように、農業協同組合は、農民の自主的な組織として、農業協同組合法に従って設立、運営されています。
　農業協同組合の運営に関しては、株式会社との共通点もありますが、事業目的や意思決定の方法などに根本的な違いがあり、また、様々な面で行政庁の監督を受けるという相違点もあります。
　
＜参　考＞

農林水産省のホームページ

http://www.maff.go.jp/j/keiei/sosiki/index.html
ICA（国際協同組合同盟）のホームページ

http://www.ica.coop/al-ica/
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Agricultural Cooperative Association Act
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This act aims at improvement of productivity of the agriculture and the economic and social status of farmers through the development of agricultural cooperative organization, and is for the purpose of improving national economy. 

When the agricultural cooperative organization dates back the history, the forerunner is an industrial guild based on an industrial guild law established in 1900 or Agricultural Association under the wartime. 


The agricultural cooperative association was established under rule of GHQ on November 19, 1947 after World War II. The agricultural cooperative association’s, management turned remarkably worse soon after birth, but was able to continue by a bailout of the government. 


The cooperative is an organization administered with a cooperative principle, and there are a fishermen's cooperative association, a forestry owners' association, a consumers' cooperative, a business cooperative association other than an agricultural cooperative association. 

A cooperative, Rochdale Society of Equitable Pioneers, was established in the U.K. in 1844 as a start abroad, and cooperatives were established in many parts of the world. As of May, 2008, 226 members join the NGO, ICA (International Confederation of Cooperative Associations), from 88 countries in the world. 
